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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社グループは、株主の皆様をはじめとする利害関係者の方々に対する経営の透明性を確保すること及び経営の効率性を高め「持続的な企業
価値の向上」を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的としております。

　

　当社は、2019年３月29日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く）４名、監査等委員である取締役３名の計７名による取締役会を構成する
取締役会設置会社、監査等委員である取締役３名による監査等委員会を構成する監査等委員会設置会社であります。

　前述のコーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的を実現するため、取締役７名のうち３名は社外取締役を選任することで外部的な視点
からの業務執行全般の監督機能の強化を図っております。

　監査等委員である取締役につきましては、３名全員を独立社外取締役(うち１名は常勤監査等委員)とすることで取締役の業務執行に対し有効か
つ適切な監視を行い、客観性と中立性を確保した体制を整えております。

　これらの体制により十分にコーポレート・ガバナンスが機能していると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

補充原則１－２－２【招集通知の早期発送、発送前のウェブサイト掲載】

　株主が総会議案について十分検討する期間を確保すべきと認識しておりますが、現在は招集通知を早期発送できておりません。決算処理及び
監査の早期化も含めて将来的に早期発送が可能となるスケジュールを検討してまいります。　

　なお、第24期（2016年12月期）定時株主総会より、当社及び株式会社東京証券取引所のウェブサイトへの招集通知発送日７日前の開示を行って
おります。

補充原則１－２－４【議決権の電子行使・招集通知の英訳】

　当社は、議決権行使状況、外国法人等の機関投資家の比率、費用を鑑み、議決権の電子行使制度の導入について、引き続き検討を継続いた
します。

　なお、議決権行使に係る適切な環境整備の一環として、狭義の招集通知及び株主総会参考書類の英訳を当社ウェブサイトに掲載することを第
23期（2015年12月期）定時株主総会より、継続して行っております。

補充原則４－２－１【客観性・透明性に従った経営陣報酬の決定】

　役員の報酬等は、株主総会の決議によって定める旨を定款で定めております。

　当社は役員に対する報酬等の額を、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、１年ごとに決定しており、特に業務執行取締役である代
表取締役社長ＣＥＯについては、職責の重さと業績の達成度に応じた成果の双方を反映し決定しております。加えて、当社は、取締役の報酬と当
社の業績及び株主利益の連動性を一層高めることを目的に、当社取締役（監査等委員であるものを除く。）に対し、株式報酬型ストックオプション
として新株予約権を発行し、当該報酬の額の範囲内とすることを決議しております。（2017年３月24日付株主総会決議）

　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬に関しては、透明性を確保するため、監査等委員であり、独立性のある社外取締役３名を含む取
締役会で審議をした上で個別の報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬に関しては、監査等委員会において個別に審議した
上で決定しております。

　なお、役員の報酬限度額は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）が年額200百万円、監査等委員である取締役が年額50百万円となって
おります。(2016年３月25日付株主総会決議)

　当社は、役員等の報酬における現金報酬と自社株報酬の割合や固定報酬と業績連動報酬の割合に係る方針について、現時点では明確に定め
てはおりません。当社の役員等の報酬体系におけるこれらの割合の適切な設定に関する方針等も含め、役員等の報酬の在り方についての議論
を深めていく考えであります。

補充原則４－10－１【任意の仕組みの活用】

　当社の取締役会は、取締役７名の内、３名の独立社外取締役で組織されており、取締役会での議案について、独立社外取締役からの適切な関
与・助言を得た上で、審議し決定しております。現時点の取締役会構成は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立
性・客観性を十分に確保できる体制であると考えており、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置する必要はないと考え
ております。今後につきましては、より客観性・透明性のある手続きを確保する観点から、設置の是非について議論を深めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則１－４【いわゆる政策保有株式】

　当社グループは、政策保有株式として上場株式を保有する場合には、その取得・保有目的を提携関係、取引関係、その他事業上の関係に限定
し、当社グループと取引先との安定的かつ長期的な取引関係の維持・強化、業務上の協力関係の維持・強化の観点から、当社グループの中長期
的な企業価値向上に資すると判断される場合に実施しております。このような事業シナジーが見込まれない関係会社株式や投資有価証券は売却
し、縮減する方針であります。

　また、毎年、主要な政策保有株式についてそのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、必要に応じて
取締役会に報告しておりましたが、2018年12月期より、取締役会において、当社グループが保有する政策保有株式（５銘柄）について保有目的が
適切かも含めて具体的に精査し、保有の適否を検証いたしました。検証の結果、これらの政策保有株式については、現時点では保有を継続する
ことが適切であるものと判断いたしました。



　当社は、政策保有株式に係る議決権行使については、議決権行使助言会社の行使基準等も参考にした上で、個々の保有目的を踏まえ、各議
案毎に、当該企業及び当社グループの企業価値の向上に資する内容であるか、株主価値を毀損させる可能性の有無等を個別に精査し、総合的
に判断した上で、議案の賛否を決定し行使しております。

原則１－７【関連当事者間の取引】

　当社は、法令に定める事項に加えて、関連当事者の内、主要株主及び子会社を対象範囲に加え、取締役の子会社に対する競業取引及び取締
役ないしは主要株主と子会社間の利益相反取引についても、取締役会決議の対象とし、承認された取引実行時に、又は、包括承認を得た取引は
半期毎に、その内容を取締役会に報告する旨を、取締役会規定で定めております。また、毎年、関連当事者取引の有無に関する調査結果を取締
役会へ報告し、法令に基づき適切に開示しております。

　このような手続の整備及び取締会の監視により、会社や株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう
な体制を構築しております。

原則２－６【企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社においては、本報告書の更新日現在、企業年金に該当するものはありません。

原則３－１【情報開示の充実】

１．会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社グループは、2016年12月期を初年度とする５か年計画である「中期経営計画(FY16-FY20)」に基づき、「中期経営計画の最終年度で、過去最
高益の更新を目指す。」を目標に、その実現に取り組んで参りました。

　その結果、計画３年目である2018年12月期において、中期経営計画最終年度の営業利益目標である50億円を、２年前倒しで達成し、2019年12
月期～2020年12月期の計画値を見直しております。

　なお、売上高及び利益等の数値目標を見直しておりますが、中期経営計画の前提条件及び経営戦略並びに主要な経営指標の目標水準に関し
ては、変更はございません。

「中期経営計画(FY16-FY20)」見直しの概要は次の通りです。

１.数値目標

　2020年12月期目標：営業利益79億円、経常利益80億円、稼働者数320,000人、人件費１円あたり売上総利益2.6円

２.主要な経営指標

　以下の通り、変更はございません。

　「持続的な企業価値の向上」を実現するための指標 ：ＲＯＥ20％以上維持

　「株主還元」に係る指標　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 ：　総還元性向50％

　「資本政策の基本方針」を支える指標　　　　　　　　　 ：　デッドエクイティレシオ0.5倍以下

　以上の指標を達成することにより、「持続的な企業価値向上」を実現する。

　※「ＲＯＥ」及び「総還元性向」で使用する当期純利益は、繰越欠損金に対する繰延税金資産の計上に伴う法人税等調整額の影響を除いた親

会社株主に帰属する当期純利益（調整後当期純利益）でありましたが、2018年12月期に繰越欠損金を解消したことから、2019年12月期以降

は当該影響の調整は行いません

３.対象期間、経営理念及び目標、中期経営計画最終年度に向けた戦略

　変更はございません。

なお、中期経営計画及び中期経営計画見直しの詳細については、当社ホームページにて開示しております。

「中期経営計画(FY16-FY20)」

https://www.fullcastholdings.co.jp/ir/medium-term_management_plan.html

「中期経営計画の見直しに関するお知らせ」

https://www.fullcastholdings.co.jp/dcms_media/other/timelydisclosure_20190208_3.pdf

「2018年12月期決算説明資料」（P.28-31）

https://www.fullcastholdings.co.jp/dcms_media/other/presentation_20184Q.pdf

２．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　＜基本的な考え方＞

　　当社グループは、株主の皆様をはじめとする利害関係者の方々に対する経営の透明性を確保すること及び経営の効率性を高め「持続的な企
業価値の向上」を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的としております。

　

　＜基本方針＞

　当社は、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

　(１)株主の権利・平等性の確保

　　当社は、株主の権利を実質的に確保するため、法令に従い適切に対応するとともに必要な情報を適時・的確に提供してまいります。

　　また、株主構成を勘案した上で、外国人株主や少数株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を検討してまいります。

　(２)株主以外のステークホルダーとの適切な協働

　　当社は、社会性・公益性が高い人材サービスを提供していることを意識し、コンプライアンス最優先の経営を実施することで、全てのステーク

　ホルダーとの適切な協働に努めてまいります。

　(３)適切な情報開示と透明性の確保

　　当社は財務情報のみならず、非財務情報についても公正、公平、速報性を重視した上で、適切かつ積極的に情報開示を行うと共に、その透

　明性を確保いたします。

　(４)取締役会等の責務

　　当社は、取締役会、監査等委員及び監査等委員会の役割・責務を明確に区分することで、経営の意思決定の効率化及び適正化を図ってま

　いります。

　(５)株主との建設的な対話

　　当社は、持続的な企業価値の向上に資するため、代表取締役社長ＣＥＯが統括のもと、財務IR部長が責任者として株主との対話に臨み、専

　任組織であるＩＲ担当部門がこれを補佐することで、株主との間で建設的な対話を推進してまいります。



３．取締役会が経営陣幹部・取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　役員の報酬等は、株主総会の決議によって定める旨を定款で定めております。

　当社は役員に対する報酬等の額を、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、１年ごとに決定しており、特に業務執行取締役である代
表取締役社長ＣＥＯについては、職責の重さと業績の達成度に応じた成果の双方を反映し決定しております。加えて、当社は、取締役の報酬と当
社の業績及び株主利益の連動性を一層高めることを目的に、当社取締役（監査等委員であるものを除く。）に対し、株式報酬型ストックオプション
として新株予約権を発行し、当該報酬の額の範囲内とすることを決議しております。（2017年３月24日付株主総会決議）

　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬に関しては、透明性を確保するため、監査等委員であり、独立性のある社外取締役３名を含む取
締役会で審議をした上で個別の報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬に関しては、監査等委員会において個別に審議した
上で決定しております。

　なお、役員の報酬限度額は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）が年額200百万円、監査等委員である取締役が年額50百万円となって
おります。(2016年３月25日付株主総会決議)

４．取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役（監査等委員である取締役を除く）・監査等委員である取締役の候補の指名を行うに当たっての方針
と手続

　取締役会が経営陣幹部の選任と取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役候補の指名を行うに当たっては、持続
的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資するかという観点から、年齢、性別、国籍等に関わらず、その職務遂行に適切な知識・経験・能力
を有すると判断できる人物を選任、指名することとしており、独立社外取締役３名により組織された取締役会において、代表取締役社長ＣＥＯの提
案を審議し、客観性、公平性を確保した上で決定しております。なお、当社は、業績等の適切な評価を踏まえ、代表取締役ＣＥＯがその機能を十分
発揮していないと認められる場合には、独立社外取締役３名を含む取締役会において審議した上で、必要な場合に、代表取締役ＣＥＯを解任する
方針であります。

５．取締役会が上記４．を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役（監査等委員である取締役を除く）・監査等委員である取締役の候補の指名を行
う際の、個々の選解任・指名についての説明

　取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の個々の選解任・指名理由については、以下であります。またこれらの
情報は、株主総会招集通知において記載しております。

■平野岳史氏選任理由　

　平野岳史氏は、同氏が有する創業者及び経営者としての豊富な経験と、人材業界を始めとする幅広い知見を生かし、取締役会での経営及び業
務執行の監督に十分な役割を果たしております。これらのことから、同氏が引き続き取締役として、経営及び業務執行の監督を遂行することが適
切であると考え、取締役として選任しております。

■坂巻一樹氏選任理由

　坂巻一樹氏は、業務執行取締役として、取締役会での決議事項や報告事項において適切な説明を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行
の監督に十分な役割を果たしております。また、代表取締役社長ＣＥＯとして経営の指揮を執り、2016年12月期より始まった中期経営計画におい
ては、最終年度の目標を２年前倒しで達成したことで、持続的な企業価値の向上に寄与しております。これらのことから、同氏が引き続き代表取締
役社長ＣＥＯとして経営の指揮を執り、持続的な成長を目指していくことが最適であると判断し、取締役として選任しております。

■石川敬啓氏選任理由

　石川敬啓氏は、人材業界における短期人材サービスという特化した業界における知見及び経営者経験を生かし、取締役会での経営及び業務執
行の監督に十分な役割を果たしております。これらのことから、同氏が引き続き取締役として、経営及び業務執行の監督を遂行することが適切で
あると考え、取締役として選任しております。

■貝塚志朗氏選任理由

　貝塚志朗氏は、人材業界における短期人材サービスという特化した業界における知見及び経営者経験を生かし、取締役会での経営及び業務執
行の監督に十分な役割を果たしております。これらのことから、同氏が引き続き取締役として、経営及び業務執行の監督を遂行することが適切で
あると考え、取締役として選任しております。

■佐々木孝二氏選任理由

　佐々木孝二氏は、税理士としての財務及び会計等に関する豊富な経験を有しており、その知識及び経験を引き続き、当社の監査機能及びリス
ク管理機能の強化に発揮していただけるものと判断し、加えて、コンプライアンス及び管理の観点から、過去の経緯を踏まえた監査等委員である
取締役（独立社外取締役）の意見、発言が有効なことから、監査等委員である社外取締役として選任しております。

■上杉昌隆氏選任理由

　上杉昌隆氏は、豊富な弁護士経験や他社における監査役経験を有しており、その知識及び経験を引き続き、当社の監査機能及びリスク管理機
能の強化に発揮していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。

■戸谷英之氏選任理由

　戸谷英之氏は、豊富な会計監査人としての監査業務経験や他社における監査役経験を有しており、その知識及び経験を引き続き、当社の監査
機能及びリスク管理機能の強化に発揮していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。

補充原則４－１－１【取締役会が経営陣に対して委任する範囲の概要】

　当社の取締役会は、法令及び定款で定められた事項のほか、当社グループの経営上重要事項と位置付けるものについても取締役会規程に定
め、決議を行っております。また、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任する旨を定款に規定しております。

　これら以外の業務執行の決定については、意思決定の迅速化及び取締役会審議の充実化を目的として、決裁権限を明確にした社内規則を整
備し、取締役会から業務執行取締役である、代表取締役社長ＣＥＯに対し適切に権限を委譲することにより、意思決定の迅速化を図っています。

原則４－９【独立社外取締役の独立性基準及び資質】

　当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環といたしまして、当社の社外取締役について、以下のとおり、当社が独立性を判断するための基準
を定めております。

【独立役員の独立性要件】

　当社の独立役員は、会社法及び会社法施行規則に定める社外取締役であるとともに、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が
定める独立性要件に加えて、以下の要件を満たす者をいう。

　１.以下のいずれにも該当しない者



　　(１)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

　　(２)当社の兄弟会社の業務執行者

　　(３)当社又は当社子会社（以下、「当社グループ」という。）を主要な取引先とする者又はその業務執行者

　　(４)当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

　　(５)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得て

　　　　いる者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。） 　　

　　(６)最近１年間において、上記（１）から（５）までのいずれかに該当していた者　　

　　(７)次の（ア）から（ウ）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く）の二親等以内の親族　　　

　　　(ア)上記（１）から（６）に掲げる者　　　

　　　(イ)当社の子会社の業務執行者　　　

　　　(ウ)最近１年間において、（イ）又は当社の業務執行者に該当していた者　

　２.独立役員としての職務を果たすことが出来ない、その他の事情を有していないこと。

　３.上記１から２のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由

　 　を説明・開示することで、独立役員として選任することができる。

　

注１.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人をいう。　　

　 ２.「主要な取引先」とは、当社グループとの取引において、支払額又は受取額が、当社グループ又は取引先の直近事業年度における年間

　　　連結売上高の２％以上を占めている企業をいう。　　

　 ３.「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、直近事業年度において役員報酬以外に、当社グループから1,000万

　　　円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者をいう。

補充原則４－11－１【取締役会・監査等委員会の実行性確保のための前提条件】

　取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役は、年齢、性別、国籍等に関わらず、その職務遂行に適切な知識・経験・
能力を有すると判断できる人物を選任し、取締役会全体としてのバランス及び多様性にも配慮したメンバー構成とすることとしております。

　また、各取締役は、職務遂行に適切な知識・経験・能力を有する人物であると判断しております。

補充原則４－11－２【取締役（監査等委員である取締役を除く）・監査等委員である取締役の兼任状況】

　当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の兼職状況については、定時株主総会招集通知及び有価証券
報告書にて開示しております。　

　なお、各取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の兼職状況は以下であります。

【取締役（監査等委員である取締役を除く）の兼職状況】

平野岳史氏　　　　　 株式会社エフプレイン代表取締役会長

　　　　　　　　　　 　　 Advancer Global Limited Director

坂巻一樹氏　　　　　 株式会社フルキャスト代表取締役社長

石川敬啓氏　　　　　 株式会社ビート代表取締役会長

　　　　　　　　　　　　 株式会社スタートライン取締役

　　　　　　　　　　 　　 ビートテック株式会社代表取締役会長

貝塚志朗氏　　　　　 株式会社ディメンションポケッツ代表取締役　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 　　合同会社Ｏｎｅ Ｓｕｉｔｅ代表社員

　　　　　　　　　　 　　有限会社インタービズ取締役

　　　　　　　　　　 　　 株式会社リアヴィオ代表取締役

　　　　　　　　　 　　　合同会社ＩＰＭ代表社員.

【監査等委員である取締役の兼職状況】

佐々木孝二氏　　　 佐々木税務会計事務所

上杉昌隆氏　　　　　桜田通り総合法律事務所共同経営者　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 　 デジタルアーツ株式会社取締役（監査等委員） 　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 　 株式会社セレス社外監査役　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　 　 　 株式会社Aiming社外監査役

戸谷英之氏　　　　 ＲＳＭ清和監査法人代表社員　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　 　　　株式会社エフプレイン監査役　　

　　　　　　　　　　 　　株式会社いちごホールディングス社外監査役

（ご参考）

　第26期定時株主総会招集通知

https://www.fullcastholdings.co.jp/dcms_media/other/convocationnotice_20190314.pdf

　第26期有価証券報告書

https://www.fullcastholdings.co.jp/dcms_media/other/annualreport_20190329.pdf

補充原則４－11－３【取締役会全体の実行性に関する分析・評価、結果の概要の開示】

　当社は、取締役会の実効性を高め企業価値をより向上させることを目的として、2016年12月期より継続して、当社取締役会全体の実効性につい
ての分析・評価を行っております。2018年12月期も、当社取締役会全体の実効性について各取締役（監査等委員を含む。）全員に対してアンケー
トを実施し、その結果をもとに分析・評価を行いました。

　アンケートの中で、2018年12月期の取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会を支える体制や総合評価等の23項目について自己評価を求
めた結果、各項目に対する評価が向上した前回評価を更に上回る評価となり、当社取締役会の実効性は継続して確保されているとの評価を得ま
した。

　一方で、取締役会での議論の更なる充実化を図る観点から、各取締役が議案を検討する時間を十分に確保するための資料提供時期や方法、
取締役会での個々の議題についての十分な審議時間の確保等、引き続き改善の余地がある事を認識しております。

　今後も、実効性評価の結果を踏まえ、認識された課題への改善に取り組むことで取締役会の実効性を高め、企業価値の更なる向上の実現を目
指してまいります。

補充原則４－14－２【取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役のトレーニング】　

　取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役がその役割・責務を適切に果たしていくうえで必要な知識・情報を取得、
更新することができるよう、就任時に加え、就任後も継続的に、外部機関が提供する講習なども含め必要な機会を提供しております。　



　なお、業界外から新たに非業務執行取締役である社外取締役が就任する際は、代表取締役社長ＣＥＯより、当社が属する市場構造及び事業・
サービス構造などに関する知識・情報を取得する機会も提供しております。

原則５－１【株主との建設的な対話に関する方針】　

　当社グループは、株主を重要なステークホルダーと位置付け、株主総会以外の場においても、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資す
るかという観点から合理的な範囲で株主との建設的な対話を促進してまいります。　

　また、特に中長期的な観点から利益を追求する旨の投資方針を有する主要な株主との間において、重要な経営上の方針やコーポレート・ガバナ
ンス等についての議論を促進してまいります。　

　なお、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針は以下のとおりです。　

　(１)投資家との面談を始めとする、株主との対話全般については、代表取締役社長ＣＥＯが統括し、財務IR部長が責任者として株主との対話に臨
み、専任組織であるＩＲ担当部門がこれを補佐しております。　

　(２)当社ではＩＲ担当部門が中心となり、投資家との面談を始めとする、株主との対話において必要な情報を収集すると共に、株主との対話を通じ
て得た意見などは間接部門の部長間で行う定例会議等で情報を共有し、関連部署と積極的に連携を取りながら業務を行っております。

　(３)個別面談以外の対話の手段を充実させるため、半期毎に機関投資家向けの業績説明会を実施し、株主総会では真摯な質疑応答に努め、加
えて、当社ホームページによる情報開示等の実施により、当社理解を深めていただくような活動を実施しております。今後につきましても、投資家
からの意見・要望などをもとに、内容の充実を図ってまいります。　

　(４)当社では、投資家との面談内容及び面談以外での株主との対話内容は全て代表取締役社長ＣＥＯへ報告しております。また、対話において
把握した株主の意見などは、その重要性に応じて適宜に経営陣幹部や取締役会に報告しております。　

　(５)インサイダー情報の管理については、社内規定に基づき、情報の公平性を重視し　徹底した管理を行っております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社ヒラノ・アソシエイツ 12,831,300 34.12

株式会社光通信 4,850,600 12.90

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,950,800 5.19

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,088,400 2.89

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 661,999 1.76

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５０１９ 638,200 1.70

野村信託銀行株式会社（投信口） 618,400 1.64

有限会社テン・アソシエイツ 600,000 1.60

有限会社ダイキ・アソシエイツ 600,000 1.60

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 553,100 1.47

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

1．2018年９月６日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）によって、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社及びその
共同保有者であるInvesco Asset Management Limitedが2018年８月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社とし

て2018年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には反映しておりません。

　　なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

【氏名又は名称（保有株券等の数/株券等保有割合）】

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社　　　　（1,378,600株　　3.58％）

Invesco Asset Management Limited　　　　　　 　 （　166,300株　　0.43％）

2. 2018年12月21日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村アセットマネジメント株式会社及びその共同保

有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー （NOMURA INTERNATIONAL PLC）が2018年12月14日現在で以下の株式を保有している旨が

記載されているものの、当社として2018年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映しておりま
せん。

　なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

【氏名又は名称（保有株券等の数/株券等保有割合）】

野村アセットマネジメント株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （1,580,100株　　4.11％）

ノムラ インターナショナル ピーエルシー（NOMURA INTERNATIONAL PLC） （　133,342株　　0.35％）

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員

数
1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

佐々木　孝二 税理士

上杉　昌隆 弁護士

戸谷　英之 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



佐々木　孝二 ○ ○

1966年４月　 東京国税局　入局　総務部

　　　　　　　　 総務課勤務　以降各税務署

　　　　　　　　 にて勤務

1984年12月　税理士試験合格

1995年６月　 中野税務署特別国税調査

　　　　　　　　 官で退官

1995年９月　 佐々木税務会計事務所開

　　　　　　　　 設

1999年12月　当社社外監査役

2008年９月　 株式会社フルキャストＨＲ総

　　　　　　　　 研（現　株式会社フルキャス

　　　　　　　　 ト）監査役

2016年３月　 当社取締役（常勤監査等委

　　　　　　　　 員）(現任）

佐々木孝二氏は、税理士としての財務及び会
計等に関する豊富な経験を有しており、その知
識及び経験を引き続き、当社の監査機能及び
リスク管理機能の強化に発揮していただけるも
のと判断し、加えて、コンプライアンス及び管理
の観点から、過去の経緯を踏まえた監査等委
員である取締役（独立社外取締役）の意見、発
言が有効なことから、監査等委員である社外取
締役として選任しております。

（独立役員指定理由）

同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独
立性要件を満たすと共に、当社の定める「社外
役員の独立性に関する基準」を満たしておりま
す。当社との間に特別な利害関係はなく、一般

株主との利益相反が生じる恐れがないとの判
断から独立役員に指定しております。

上杉　昌隆 ○ ○

1995年４月　弁護士登録（東京弁護士会）

1999年４月　上杉法律事務所開設

2003年６月　アムレック法律会計事務所

　　　　　　　　 共同経営者

2003年６月　デジタルアーツ株式会社監

　　　　　　　　 査役

2004年６月　ネクスステック株式会社監査

　　　　　　　　 役

2012年12月　株式会社エフプレイン社外

　　　　　　　　 監査役

2013年12月　株式会社セレス社外監査役

　　　　　　　　 （現任)

2014年11月　株式会社Aiming社外監査役

　　　　　　　　 （現任）

2015年３月　桜田通り総合法律事務所開

　　　　　　　　 設 （共同経営者）（現任）

2016年３月　当社取締役（監査等委員）

　　　　　　　　 (現任）

2016年６月　デジタルアーツ株式会社取

　　　　　　　　 締役 (監査等委員)（現任）

上杉昌隆氏は、豊富な弁護士経験や他社にお
ける監査役経験を有しており、その知識及び経
験を引き続き、当社の監査機能及びリスク管理
機能の強化に発揮していただけるものと判断
し、監査等委員である社外取締役として選任し
ております。

（独立役員指定理由）

同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独
立性要件を満たすと共に、当社の定める「社外
役員の独立性に関する基準」を満たしておりま
す。当社との間に特別な利害関係はなく、一般

株主との利益相反が生じる恐れがないとの判
断から独立役員に指定しております。

戸谷　英之 ○ ○

2003年10月　新日本監査法人入所

2007年６月　 公認会計士登録

2007年７月　 清和監査法人(現　ＲＳＭ

清　　　　　　　　 和監査法人)パートナー

2013年６月　 株式会社エフプレイン社外

　　　　　　　　 監査役

2014年７月　 株式会社いちごホールディ

　　　　　　　　 ングス社外監査役（現任）

2015年12月　株式会社エフプレイン監査

　　　　　　　　 役（現任）

2016年３月　 当社取締役（監査等委員）

　　　　　　　　 (現任）

2016年７月　清和監査法人(現　ＲＳＭ清

　　　　　　　　 和監査法人)代表社員（現

　　　　　　　　 任）

戸谷英之氏は、豊富な会計監査人としての監
査業務経験や他社における監査役経験を有し
ており、その知識及び経験を引き続き、当社の
監査機能及びリスク管理機能の強化に発揮し
ていただけるものと判断し、監査等委員である
社外取締役として選任しております。

（独立役員指定理由）

同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独
立性要件を満たすと共に、当社の定める「社外
役員の独立性に関する基準」を満たしておりま
す。当社との間に特別な利害関係はなく、一般

株主との利益相反が生じる恐れがないとの判
断から独立役員に指定しております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由



　監査等委員の活動を支える体制として、監査等委員が求めた場合に、監査等委員補助者を設置すること、監査等委員補助者の人事評価につい
ては監査等委員会が行うこと、監査に必要な費用は当社が負担すること等、監査を適切に実施できる体制を整備しており、十分な支援体制は整
備できているものと判断しているため。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員である社外取締役は取締役会において、議案・審議等に必要な発言を適宜行うと共に、取締役（監査等委員である取締役を除く）の
職務の執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき、必要に応じ、意見を述べており
ます。 　

　監査等委員と内部監査部門は、監査計画の策定や内部監査の結果報告等を通じて相互の連携を図っております。また、監査等委員会におい
て、会計監査人でありますＰｗＣあらた有限責任監査法人より、監査計画、監査結果等の詳細な説明が適時行われております。 　

　内部統制部門（人事・法務部）は、内部統制の整備・運用状況の有効性評価の結果を取りまとめ、取りまとめた結果を代表取締役社長ＣＥＯが、
取締役会及び監査等委員会並びに会計監査人に適時に報告しております。また、財務報告に係る内部統制の重要な役割を担うものによる不正
及び重要な内部統制の変更があった場合にも、取締役会及び監査等委員会並びに会計監査人に適時に報告しております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

　当社は、2017年３月24日に開催した第24期定時株主総会において、経営改革の一環として役員報酬体系の見直しを行い、当社の業績と株式価
値の連動性をより一層強固なものとし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することにより、
中長期に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気をより一層高めることを目的に、当社取締役（監査等委員である取締役を除く）
に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しております。　

　取締役の報酬等の額につきましては、2016年3月25日開催の第23期定時株主総会において年額２億円以内（使用人兼務取締役の使用人部分
の給与は含まない。）と定めておりますが、当該報酬等の額の範囲内で、当社取締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行しておりま
す。　

　本制度の詳細につきましては、「第26期有価証券報告書　第４ 提出会社の状況．１【株式等の状況】　（2）【新株予約権等の状況】①【ストックオプ

ション制度の内容】」（P.30-34）」をご参照ください。

（ご参考） 　　

第26期有価証券報告書

https://www.fullcastholdings.co.jp/dcms_media/other/annualreport_20190329.pdf

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

　当社は取締役（監査等委員である取締役を除く）に対して、株式報酬型ストックオプション制度を導入しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　取締役の報酬については、有価証券報告書、営業報告書（事業報告）において支給人員数と支給総額を開示しております。

　

　2018年12月期における取締役の報酬等の額



　　取締役（監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)　　　 ４名　118百万円 　　

　　取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)　　　　 　　　　―　　―

　　社外役員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３名　14百万円

　　(注) １．取締役（監査等委員を除く）報酬限度額は年額200百万円であります。(2016年３月25日付株主総会決議)

　　　　　　　また、当該報酬の額の範囲内で、取締役（監査等委員を除く）に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを決議しており

　　　　　　　ます。（2017年３月24日付株主総会決議）　　　　　

　　　　　２．取締役（監査等委員）報酬限度額は年額50百万円であります。(2016年３月25日付株主総会決議)

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　役員の報酬等は、株主総会の決議によって定める旨を定款で定めております。

　当社は役員に対する報酬等の額を、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、１年ごとに決定しており、特に業務執行取締役である代
表取締役社長ＣＥＯについては、職責の重さと業績の達成度に応じた成果の双方を反映し決定しております。

　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬に関しては、透明性を確保するため、監査等委員であり、独立性のある社外取締役３名を含む取
締役会で審議をした上で個別の報酬額を決定しております。監査等委員である取締役の報酬に関しては、監査等委員会において個別に審議した
上で決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

　当社は、社外取締役（当社の場合、監査等委員である。なお、以降は監査等委員と言う。）の活動を支える体制として、監査等委員が求めた場合
に、監査等委員補助者を設置すること、監査に必要な費用は当社が負担すること等、監査を適切に実施できる体制を整備しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

当社定款上、「取締役会は、その決議によって相談役および顧問を定めることができる。」と定めておりますが、現在、この制度は使用しておりませ
ん。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１．取締役会 　

　取締役会は、複数（２名以上）の社外取締役によって構成すること及び社外取締役全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届
け出ることを取締役の構成方針としております。 　

　2019年３月29日現在、取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く）４名及び監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）の計　
７名（男性７名、女性０名）で構成されており、経営の透明性を確保すると共に、当社グループ経営全体に関わる執行状況の監督、グループ経営　
に必要なグループの全体最適化戦略の決定及びグループ共通課題への対処等、経営上の重要事項についての意思決定を行っております。

２．監査等委員会 　

　監査等委員会は、監査等委員であり、独立性のある社外取締役３名（男性３名、女性０名）で構成されており、監査に関する重要事項について　
の意見交換、協議又は決定を行っております。また、会計監査人とは適宜報告を受けるなどの連携を図っております。

３．人事・法務部長 　

　会社運営の前提条件である法令遵守の精神をグループ企業全体に浸透、徹底させ、風土化すること、社会のルール、社内ルール遵守の風土　
化を推進しております。また、財務報告に係る内部統制システム／ガイドラインの改善・維持及びその有効性の評価及び情報セキュリティ体制

整備を含む内部監査業務を通じた、グループの企業価値の向上を図っております。

４．会計監査人 　

　会計監査を担当する監査法人として、ＰｗＣあらた有限責任監査法人と金融商品取引法及び会社法に基づく監査について監査契約を締結し

ております。定期的な監査のほか会計上及び内部統制上の課題については随時確認を取るなど、会計処理並びに内部統制組織の適正性確

保に努めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、2019年３月29日現在、取締役（監査等委員である取締役を除く）４名、監査等委員である取締役３名の計７名による取締役会を構成する
取締役会設置会社、監査等委員である取締役３名による監査等委員会を構成する監査等委員会設置会社であります。 　

　前述のコーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的を実現するため、取締役７名のうち３名は社外取締役を選任することで外部的な視点



からの業務執行全般の監督機能の強化を図っております。 　

　監査等委員である取締役につきましては、３名全員を独立社外取締役(うち１名は常勤監査等委員)とすることで取締役の業務執行に対し有効か
つ適切な監視を行い、客観性と中立性を確保した体制を整えております。 　

　これらの体制により十分にコーポレート・ガバナンスが機能していると考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 毎年３月下旬に開催

招集通知（要約）の英文での提供
第23期（2015年12月期）定時株主総会招集通知より開示を始め、第26期（2018年12月期）
定時株主総会招集通知においても同様に開示

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーを作成し、日本語・英語にて開示

URL：https://www.fullcastholdings.co.jp/ir/managementpolicy/policy.html

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

定期的にアナリスト・機関投資家向け説明会を開催：年２回（第２四半期、期

末）代表者による説明会を実施
あり

IR資料のホームページ掲載
会社概要、トップインタビュー、事業報告、開示事項等を日本語、英語にて開示

URL：https://www.fullcastholdings.co.jp/ir.html

IRに関する部署（担当者）の設置 財務IR部長　朝武　康臣

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

IRホームページにディスクロージャーポリシーを掲載

URL：https://www.fullcastholdings.co.jp/ir/managementpolicy/policy.html



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　1) 取締役会におけるリスクに関する予防措置、法令遵守及び危機管理のための体制（以下、「リスク管理体制」という。）を確保するため、次の　

　 　措置をとる。

　　a）重要な非通例の取引、重要な会計上の見積り、会社と取締役との取引、子会社との重要な取引等、全社的に影響を及ぼす事項について　

　　　 は、取締役会の決議を要する。

　　b）チーフエグゼクティブオフィサー（以下、「ＣＥＯ」という。）は、リスク管理体制のための取り組みや業務プロセス整備の状況につき、定期的に

　　　 取締役会に報告する。

　　　 また、重大な不正事案等が発生した場合には直ちに取締役会に報告する。

　2) 取締役（監査等委員であるものを除く。）及び使用人の職務執行におけるリスク管理体制（1)に記載の「リスク管理体制」と同義）を確保する

　　 ため、次の措置をとる。

　　a）リスク管理最高責任者をＣＥＯとし、リスク管理実務責任者として人事・法務部長を配置する。

　　　 当社内に各グループ企業を担当するリスク管理担当者を配置し、人事・法務部長がＣＥＯの指示のもと、以下b)からg)の実務を統括する。

　　b）職務権限規程を整備し、特定の者に権限が集中しないような内部牽制システムの確立を図る。

　　c）リスク管理基本規程の定めにより、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。

　　d）法令違反事項、リスクその他の重要情報の適時開示を果たすため、取締役会に直ちに報告すべき重要情報の基準及び開示基準を策定

　　　 する。

　　e）取締役（監査等委員であるものを除く。）、管理職従業員、一般職従業員に対して、階層別に必要な研修を実施する。また、関連する法規の

　　　 制定・改正、当社グループ及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、速やかに必要な研修を実施する。

　　f）業務執行においてリスク管理体制の徹底と内部監査を行うとともに、当社内に配置した各グループ企業を担当するリスク管理担当者を通じ

　　　 て、各グループ企業のリスク管理体制の徹底に努める。

　　g）各業務において行われる取引の発生から、各業務の会計システムを通じて財務諸表が作成されるプロセスの中で、虚偽記載や誤りが生じ

　　　 る恐れのある事象をチェックし、業務プロセスの中に不正や誤りが生じないよう、システムを整備する。また、必要な場合には、その整備のた

　　　 めの横断的な組織を設ける。

　3) 情報の保存及び管理のための体制を整備するため、次の措置をとる。

　　a）人事・法務部長は、取締役（監査等委員であるものを除く。）、従業員に対して文書管理規則に従って文書の保存、管理を適正に行うよう指

　　　 導する。

　　b）人事・法務部長は、次の文書（電磁的記録を含む）について関連資料とともに少なくとも10年間保管し、管理する。

　　　　・株主総会議事録

　　　　・取締役会議事録

　　　　・計算書類

　　　　・その他取締役会が決定する書類

　　c）取締役（監査等委員であるものを除く。）及び監査等委員は、常時上記b)における文書等を閲覧できる。

　4) 当社及び当社グループの取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、次の措置をとる。

　　a）取締役は、毎期、期初の取締役会において、全従業員の共通目的となる事業計画を策定する。取締役は、取締役会において定期的にその

　　　 結果をレビューする。

　　b）取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を最低月１回定時に開催するほか、必要に応じ

　　　 て適宜臨時に開催する。

　　c）取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、

　　　 執行手続きの詳細について定める。

　5) 企業集団における業務の適正性確保のための体制を整備するため、次の措置をとる。

　　a）当社は、グループ会社全体としてのフルキャストグループ社員行動憲章を策定し、従業員全員への浸透を図る。グループ会社の各取締役

　　　 は、全社にこれを認識させるとともに、自ら率先して憲章に従い行動する。

　　b）グループ会社の取締役、従業員は、グループ各社における重大な法令違反その他リスクに関する重要な事実を発見した場合は、人事・法

　　　 務部長に報告し、人事・法務部長はＣＥＯに報告する。人事・法務部長はＣＥＯの指示のもと、報告された事実についての調査を指揮・監督

　　　 し、必要と認める場合、適切な対策を決定する。

　　　 また必要に応じて、ＣＥＯは取締役会に、人事・法務部長は監査等委員会に報告する。

　　c）人事・法務部長は、グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導する。

　6) 監査等委員監査の実効性確保のための体制を整備するため、次の措置をとる。

　　a）監査等委員がその職務を補助すべき使用人の設置を求めた場合には、当社の従業員から監査等委員補助者を任命する。監査等委員補助

　　　 者は、取締役（監査等委員であるものを除く。）の指揮命令に服さないものとし、その人事考課は監査等委員が行う。これらの者の異動、懲

　　　 戒については監査等委員会の同意を得る。

　　b）監査等委員補助者は業務の執行にかかる役職を兼務しない。

　　c）当社及び当社グループの取締役（監査等委員であるものを除く。）及び従業員は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れの

　　　 ある事実を発見したときには、監査等委員に対して当該事実を速やかに報告しなければならない。なお、当該事実を報告した当社及び

　　　 当社グループの取締役（監査等委員であるものを除く。）及び従業員の秘匿性を確保し、当該事実を報告した者に対して当該報告を行った

　　　 ことを理由として不利益な取扱をしない。

　　d）内部通報制度の窓口を外部に設置する。内部通報制度を利用した者の秘匿性を確保し、内部通報制度を利用したことを理由として不利

　　　 益な取扱をしない。また、内部通報制度の外部窓口は提供された情報を人事・法務部長又は常勤監査等委員に報告する体制を整備す

　　　 る。

　　e）当社及び当社グループの取締役（監査等委員であるものを除く。）及び従業員は、監査等委員から業務執行に関する事項の報告を求めら

　　　 れた場合には、速やかに報告を行わなければならない。

　　f）監査等委員は、子会社の取締役会のほか、監査等委員が監査のために必要と判断する会議に出席できる。また、監査等委員が監査のた

　　　 めに必要と判断する資料については閲覧することができる。



　　g）監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門と密接な連携を保ち、必要に応じて弁護士等の外部専門家の助言を受けることができる。

　　h）当社は、監査等委員がその職務の執行について費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又

　　　 は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその実効性確保のための体制を整備するため、次の措置をとる。

　　a）当社及び当社グループは、フルキャストグループ社員行動憲章に従い、反社会的勢力との関係断絶を掲げ、いかなる取引も行わない。

　　b）反社会的勢力に関する情報を社内で収集、管理するとともに外部専門機関からの情報も活用し、相手方が反社会的勢力であるかの確認に

　　　 利用する。

　　c）反社会的勢力による不当要求に対しては、断固として拒絶する。また、不当要求には組織として毅然とした姿勢で対応する。

　　d）反社会的勢力排除における適切な助言、協力を得ることができるよう、外部専門機関との連携を構築する。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社グループは現時点では、買収防衛策の効果をもたらすことを企図してとる方策については、特に定めておりません。なお、このような方策を
導入する際には、その必要性・合理性を真摯に検討し、適正な手続きを確保するとともに、株主の皆様に対し十分な説明を行ってまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社及び当社グループの女性の活躍状況は以下の通りです。 　

　管理職240名のうち24名（約10.0%）が女性の管理職。（2018年12月31日現在）


